
2011/05/21 14:28:05 ／ 10727639_株式会社アートネイチャー_招集通知

株主各位、インターネットによる議決権行使のご案内

－ 1 －

 証券コード　7823

 平成23年６月６日

株 主 各 位 

 東京都渋谷区代々木三丁目40番７号

 株式会社アートネイチャー
代表取締役会長兼社長 五 十 嵐 　 祥 剛

第44回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

　このたびの東日本大震災により被災されました皆様には、謹んでお

見舞い申しあげますとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申しあ

げます。

　さて、当社第44回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行

使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のう

え、平成23年６月22日（水曜日）午後６時30分までに議決権を行使してください

ますようお願い申しあげます。

　

［書面による議決権行使の場合］

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期

限までに到着するようご返送ください。

　

［電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合］

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（http://www.it-soukai.com/または

https://daiko.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき、同封の議決権行

使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用の

うえ、画面の案内にしたがって、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご

入力、ご送信ください。

　インターネットによる議決権行使に際しましては、３頁から４頁までに記載

の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお

願い申しあげます。

　なお、書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使により重複

して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なも

のといたします。

敬　具
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記

１．日 時 平成23年６月23日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
  新宿パークタワー　パークハイアット東京
  39階　ボールルーム
  （末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項  
 報 告 事 項 １．第44期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

  ２．第44期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計
算書類報告の件

 決 議 事 項  
 　    　 議案　 剰余金処分の件
４．招集にあたっての取締役会のその他の決定事項

（1）代理人による議決権行使
　 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の
   方１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、議決
   権行使書用紙、代理権を証明する書面に押印された印鑑証明書または
   パスポート、運転免許証もしくは各種健康保険証の写しその他の株主
   様本人を確認できる資料とともに代理権を証明する書面のご提出が必
   要となりますのでご了承ください。

（2）議決権の不統一行使に際してのご通知方法
   株主様がその有する議決権を統一しないで行使される場合には、株主
　 総会の日の３日前までに、当社に対してその有する議決権を統一しな
   いで行使する旨およびその理由を書面によりご通知ください。 

（3）議決権の重複行使
   ①書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使により重複

 して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を
 有効なものといたします。

   ②インターネットによる議決権行使により重複して議決権を行使された
 場合は、 後に行使されたものを有効といたします。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。
また、本株主総会終了後、同会場において株主懇談会を開催いたしますので、

引き続きご参加くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正

が生じた場合は、インターネット上の当社のウェブサイト（ＵＲＬ
http://www.artnature.co.jp）に掲載させていただきます。
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〈インターネットによる議決権行使のご案内〉
　
１．インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、
行使してくださいますようお願い申しあげます。

(1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下
記ＵＲＬをご参照ください。）をご利用いただくことによってのみ可能で
す。
なお、議決権行使サイトは、携帯電話、ＰＨＳを用いたインターネットで
は、ご利用いただけませんのでご了承ください。インターネットにより、
議決権を行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の
議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。

(2) 今回ご案内する議決権行使コードおよびパスワードは、本総会に関しての
み有効です。
次の総会の際には、新たに議決権行使コードおよびパスワードを発行いた
します。

(3) 書面による議決権行使とインターネットによる議決権行使により重複して
議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な行
使としてお取扱いいたします。

(4) インターネットによる議決権行使により複数回、議決権を行使された場合
は、 後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。

(5) インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、
株主様のご負担となります。

　
２．インターネットによる議決権行使の具体的方法
(1) http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/にアク

セスしてください。
行使期間中の午前３時から午前５時までは上記ＵＲＬにアクセスすること
ができませんのでご了承ください。

(2) 議決権行使コードおよびパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押し
てください。
議決権行使コードおよびパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用
紙右下に記載しております。

(3) 画面の案内に従い、平成23年６月22日（水曜日）午後６時30分までに議案
に対する賛否をご入力、ご送信ください。

　
３．ご利用環境について

インターネットによる議決権行使をしていただくには、以下のようなシステ
ムが必要です。

◎パソコン Windows®機種

 (携帯電話、ＰＤＡ、ゲーム機には対応いたしてお
りません)

◎ブラウザ Microsoft®　Internet Explorer5.5以上
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◎インターネット環境 プロバイダとの契約などインターネットが利用で
きる環境

◎画面解像度 1024×768以上をご推奨いたします。
　

＊Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の
国における登録商標または商標です。

　
４．セキュリティーについて

行使された情報が改ざん・盗聴されないよう暗号化通信（SSL128Bit）技術を
使用しておりますので、安心してご利用いただけます。
また、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株
主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意く
ださい。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございませ
ん。
　

５．お問い合わせ先について
(1) インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法等に関す

る専用お問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
電話　0120－768－524（フリーダイヤル）
（受付時間　午前９時から午後９時まで　土日休日を除く）

(2) 上記(1)以外の住所変更等に関するお問い合わせ先
みずほ信託銀行　証券代行部
電話　0120－288－324（フリーダイヤル）
（受付時間　午前９時から午後５時まで　土日休日を除く）
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（提供書面）
 　　　　　　　　　　　事　 業　 報　 告

（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

　

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

①　全般的概況

　当連結会計年度における我が国経済は、政府の景気対策による耐久消費財

の消費の持ち直しや新興国向けを中心とした輸出の回復等により企業収益の

改善が続く一方、欧州の財政不安や長引くデフレ、失業率が高水準で推移す

るなど、景気の足踏み状態が続きました。

　さらに本年3月11日に発生した東日本大震災により国内経済におよぼす影

響は計り知れず、先行きの不透明感はさらに増した状態となっております。

　このような状況のもと当社グループでは、２期連続減収減益からの脱却を

目指し、「製造・販売一体となったお客様満足の追求｣、「新業態・新販売

チャネルへの積極的な取組み」を実施するとともに、新商品の投入、受注拡

大のための積極的な広告宣伝の展開、展示試着会の開催等の諸施策を実施い

たしました。

　また、東日本大震災における当社グループへの影響については、一部の店

舗での営業休止はあったものの、業績への影響については限定的であり、店

舗被害についても、原状復旧費用として特別損失に計上した３千８百万円に

とどまっております。　

　この結果、当連結会計年度の売上高は303億５千２百万円(前連結会計年度

比3.8%増)となりました。また、利益面については、受注拡大のための広告

宣伝活動の強化、展示会の積極的開催等による販売費増加に伴い、販売費お

よび一般管理費が前連結会計年度比増加したものの、売上高の増加が奏効し、

営業利益は25億９千７百万円(同9.9%増)、経常利益は26億４千９百万円(同

12.1%増）と増収増益となりました。しかしながら、当連結会計年度より「資

産除去債務に関する会計基準」の適用により、期首に過年度費用を特別損失

に４億３千１百万円計上したこと、東日本大震災による災害損失３千８百万

円等により、当期純利益は７億４千６百万円(同33.0%減)で減益となりまし

た。

（注）本事業報告において、「当社グループ」とは、会社法施行規則第120条第２項に用

いられている「企業集団」を意味するものとします。
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　なお、セグメント別の売上高は次のとおりです。

(男性向け売上高)

　男性向け売上高については、新商品の発売、お客様担当制の強化、販売員

のスキル向上による営業力の強化等の諸施策を実施した結果、オーダーメー

ドかつら、その他商品が前連結会計年度を上回ったため、売上高は194億７

千５百万円(前連結会計年度比0.9%増)となりました。

(女性向け売上高)

　女性向け売上高については、新商品の発売に伴う広告宣伝活動の強化、展

示試着会の積極的開催等により顧客数が増加した結果、オーダーメードかつ

ら、その他商品、サービス収入ともに前連結会計年度を上回ったため、売上

高は100億３千３百万円(同5.0%増)となりました。

　

②　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

　

③　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

　

④　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　当社は、成長著しい中国における事業展開を進めるため、平成23年２月

11日に100％出資子会社の
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司を設立しました。

　

⑤　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。
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(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中に実施いたしました当社グループの設備投資の総額は17

億３千１百万円で、その主なものは次のとおりです。

①　当連結会計年度中に完成した主要設備

新規出店　４店舗（松戸ＬＳ、松阪ＬＳ、和歌山ＬＳ、倉敷ＬＳ）

上記の４店舗以外に別形態店舗（ジュリア・オージェ）を６店舗出店

しております。

既存店舗の移転、改修５店舗（松戸店、船橋店、松阪店、和歌山店、倉

敷店）

（注）ＬＳは、「レディースサロン」をいいます。

　

②　当連結会計年度中において継続中の主要設備の新設

当連結会計年度中において、ＡＮ第２別館（事務所用ビル）の土地、建

物を新たに取得いたしました。

 

③　当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

　

(3) 資金調達の状況

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額50

億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、本契約に基づ

く資金調達およびその他の資金調達は行っておりません。
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(4) 対処すべき課題

　当社の属する国内毛髪関連市場は、ストレス社会、高齢化社会の進展、ア

ンチエイジング志向の高まりなどによって今後も拡大していくものと予想さ

れます。しかしながら、お客様ニーズの多様化に加え、発毛促進や植毛、更

に再生医療等、かつら業界のみならず、隣接業界との競合関係も厳しさを増

していくものと推察されます。こうした環境下で当社グループでは、更なる

成長と企業価値向上を目指して以下の課題に重点的に取り組んで参ります。

　①メンズ部門では、既存のお客様の担当制を強化し、お客様の定着率を高

めるとともに、新規のお客様に対しての接客力を向上させ着実な成長を

図って参ります。

　②レディース部門では、展示試着会の効果的な開催により新規のお客様の

成約率を向上させるとともに、既存のお客様の定着化を促すよう技術・

接客力を磨き業績向上を目指します。

　③女性向け既製品ウィッグ（ジュリア・オージェ）部門では、出店、催事、

通販など販売チャネルの拡大や商品提案力の向上によりブランド認知度

を高め、新たな事業の柱となるよう業務拡大を図って参ります。

　④お客様のニーズに応えた 高品質の製品と 良のサービスを開発し、定

期的に市場投入すると同時に、ターゲットとするお客様に対し、より効

果的な反響が得られるような広告宣伝を工夫し、需要の掘り起こしを図

って参ります。

　⑤当社のオーダーメードかつらは、フィリピンの子会社（２工場）で一つ

ひとつ手作りによる品質の高さで評価を頂いておりますが、今後より効

率的な生産体制を構築し、原価低減や納期の短縮に努めて参ります。

　⑥費用面においては、固定費の圧縮により損益分岐点を引下げ、当社グル

ープの収益体質をより強固なものにするために、全社ベースで経費削減

運動を展開し、経費の一層の効率的使用を図って参ります。

　⑦当社では、正社員の約８割に当たる1,541名（平成23年３月末現在）が理

容師又は美容師の資格保有者です。これらの従業員に対し、当社の商品

知識、技術・サービスの研修はもとより、髪に関する知識、接客マナー、

ＣＳ（お客様満足度の向上）、コンプライアンス等の研修を定期的に実

施し、お客様に信頼頂き、満足度を高めて頂くことで当社のリピーター

となって頂くことを目指しております。また、営業以外の部門の従業員

についても専門性と互換性を高めるために、教育研修制度の確立と自己

研鑽を支援する仕組みを構築し、人材育成の充実を図っております。
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(5) 財産および損益の状況の推移

①　企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分
第41期

平成19年度
第42期

平成20年度
第43期

平成21年度

第44期
平成22年度

(当連結会計年度)

売 上 高(百万円) 31,583 31,018 29,231 30,352

営 業 利 益(百万円) 4,741 3,198 2,363 2,597

経 常 利 益(百万円) 4,840 3,503 2,363 2,649

当 期 純 利 益 ま た は
当期純損失(△)(百万円)

△2,983 1,758 1,113 746

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
ま た は
１株当たり当期純損失(△)

△183円39銭 106円91銭 67円46銭 45円79銭

総 資 産(百万円) 25,153 25,149 26,125 26,324

純 資 産(百万円) 14,683 15,567 15,859 15,543

１ 株 当 た り 純 資 産 額 892円94銭 943円15銭 960円31銭 956円68銭

（注）　当社は、平成19年10月１日付けで普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。

なお、第41期の１株当たりの当期純損失は、株式分割が期首に行われたものと仮定して

算出しております。

　

②　当社の財産および損益の状況の推移

区 分
第41期

平成19年度
第42期

平成20年度
第43期

平成21年度

第44期
平成22年度
（当期）

売 上 高(百万円) 31,568 31,012 29,226 30,330

営 業 利 益(百万円) 4,902 3,268 2,414 2,670

経 常 利 益(百万円) 4,997 3,570 2,419 2,721

当 期 純 利 益 ま た は
当期純損失(△)(百万円)

△2,827 1,835 980 837

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
ま た は
１株当たり当期純損失(△)

△173円81銭 111円58銭 59円39銭 51円36銭

総 資 産(百万円) 25,443 25,486 26,632 26,963

純 資 産(百万円) 15,234 16,296 16,444 16,256

１ 株 当 た り 純 資 産 額 927円35銭 987円81銭 995円86銭 1,000円67銭

（注）　当社は、平成19年10月１日付けで普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。

なお、第41期の１株当たりの当期純損失は、株式分割が期首に行われたものと仮定して

算出しております。
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(6) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主な事業内容

アートネイチャー　フィリピン　インク
53,000,000

フィリピン・ペソ
100.0％ かつらの製造

ビコール　ヘア　エクスポート
コ ー ポ レ ー シ ョ ン 　

14,201,000
フィリピン・ペソ

94.5％ かつらの製造

アートネイチャー　マニュファク
チャリング　フィリピン　インク

260,000,000
フィリピン・ペソ

100.0％ かつらの製造

アイ


トゥ

特
リー


ファ

 (上海)貿易有限公司
10,000,000

中国・人民元
100.0％

毛髪関連製品の
販売

　ビコール　ヘア　エクスポート　コーポレーションにつきましては、平成22年

７月19日開催の当社取締役会において解散が決議され、同年８月31日に解散し、

現在清算手続き中でありますが、清算手続き未了のため連結の範囲に含めており

ます。

　
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司につきましては、平成22年11月12日開催の当社

取締役会において現地法人の設立が決議され、平成23年２月11日に設立しており

ます。

(7) 主要な事業内容（平成23年３月31日現在）

　当社グループの主要事業は、毛髪関連製品の製造・販売およびサービスの

提供であり、主要商品・サービスは次のとおりです。

オーダーメードかつら ……… ＨＦＬ（ヘア・フォーライフ）ヌーダ、

 ＨＦＬフロンティア、フロンティアライト

ＨＦＬＥＸＥ（エクス）、プロステージ

 ヌードファイン、プリマドンナ

 ピュアモーレ、ピュアマリー

増毛 …………………………… マープナチュレ

育毛ケア ……………………… スカルプＧＰホームケアセット

理容備品 ……………………… アートミクロンパウダー

育毛サービス ………………… スカルプＧＰコース　

既製品かつら ………………… ジュリア・オージェ、７ＤＡＹＳ ＷＩＧ
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(8) 主要な営業所および工場（平成23年３月31日現在）

①　主要な営業所および工場

ア．当社

本社　東京都渋谷区代々木三丁目40番７号

ＡＮ第２別館（東京都渋谷区）

（注）当連結会計年度において、事務所用のビルの土地、建物を新たに取得いたし

ました。　

商品物流センター（新潟県村上市）

　　　

店舗

ブ ロ ッ ク 店舗数 (店 ) 都 道 府 県

北 日 本 30 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

関 東 信 越 25 茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野

首 都 圏 51 東京、千葉、神奈川、山梨

中 部 39 富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重

関 西 35 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中 四 国 25
鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、徳島、愛媛、
高知

九 州 29 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島、宮崎、沖縄

合 計 234  

（注）ブロック区分は、当社の上記表のとおりの都道府県区分によっております。

上記店舗数以外に、レディーメードのウィッグを提供している別形態店舗

（ジュリア・オージェ）が14店舗ございます。

イ．子会社

フィリピン

アートネイチャー　フィリピン　インク

アートネイチャー　マニュファクチャリング　フィリピン　インク

中国　
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司
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(9) 従業員の状況（平成23年３月31日現在）

①　当社グループの従業員の状況

事業部門の名称 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

毛 髪 関 連 事 業 2,129人 36人増

全   社   （共   通） 159人 11人減

合 計 2,288人 25人増

（注）１．従業員数は、就業人員（当社グループから当社外への出向者を除く）であり、上記従

業員の他に、臨時従業員（パートタイマー、派遣社員、契約社員、嘱託社員を含む）

826人（期中平均人員）を雇用しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理

部門に所属しているものであります。

　

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,940人 48人増 37.5歳 ８年５ヶ月

（注）従業員数は、就業人員（当社から当社外への出向者を除く）であり、上記従業員の他に、

臨時従業員（パートタイマー、派遣社員、契約社員、嘱託社員を含む）123人（期中平均人

員）を雇用しております。

　

２．会社の株式に関する事項（平成23年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 55,440,000株

(2) 発行済株式の総数 16,517,700株

（自己株式272,111株を含む）

（注）発行済株式総数の前期末比3,000株増加は、当社役職員のストックオプション行使

　　　による株式発行によるものです。

(3) 株主数 6,090名
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(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

 株 ％

五 十 嵐 　 祥 　 剛 3,791,470 23.3

有限会社アイ・コーポレーション 1,485,000 9.1

塚 本 　 武 1,293,400 7.9

阿 久 津 　 弘 　 子 804,000 4.9

石 井 英 昭 579,900 3.5

五 十 嵐 　 啓 　 介 570,600 3.5

ア ー ト ネ イ チ ャ ー 社 員 持 株 会 457,726 2.8

み ず ほ キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社 300,000 1.8

五 十 嵐 　 愛 　 子 270,000 1.6

五 十 嵐 　 佳 奈 子 270,000 1.6

（注）持株比率は自己株式（272,111株）を控除して計算しております。

　

３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された

新株予約権の状況（平成23年３月31日現在）

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に当社使用人、子会社役員および使用人に対して職務執行の

対価として交付された新株予約権の内容の概要

　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の状況（平成23年３月31日現在）

地 　 　 位 氏 　 　 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役会長兼社長 五十嵐　祥　剛

アートネイチャー　ランドホールディング
フィリピン　インク取締役会長
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司董事長

取締役副社長 林 　 俊 一

管理本部長
管理本部・コンプライアンス統括室担当
アートネイチャー　マニュファクチャリング　フィリ
ピン　インク取締役会長　

取 締 役 五十嵐　啓　介

上席執行役員広告宣伝部長兼チャネル開発室長
広報部担当　
有限会社アイ・コーポレーション代表取締役社長
株式会社ビューティーラボラトリ取締役　

取 締 役 森 安 寿 一
上席執行役員営業本部長
営業本部・ＪＯ営業本部担当　

取 締 役 川 添 久 幸
上席執行役員生産本部長
生産本部担当　
アートネイチャー　フィリピン　インク取締役社長

取 締 役 中 村 泰 敏
上席執行役員海外業務担当
アイ


トゥ

特
リー


ファ

（上海）貿易有限公司副董事長兼総経理

取 締 役 種　房　俊　二

日本高純度化学株式会社取締役
アルコニックス株式会社取締役
シミック株式会社監査役
株式会社シード監査役　

常 勤 監 査 役 小　林　芳　雄  

監 査 役 佐　野　　　真 麹町協和法律事務所　弁護士

監 査 役 長谷川　恭　昭
フィデアホールディングス株式会社取締役
長谷川公認会計士事務所　公認会計士

（注）１．監査役　佐野　真および長谷川恭昭は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であ

ります。

２．監査役　長谷川恭昭は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相

当程度の知見を有するものであります。

３．当社は、監査役　佐野　真を大阪証券取引所（ジャスダック市場）の定めに基づく独

立役員として指定し、同取引所に届け出ております。　

　

(2) 当事業年度中に退任した取締役および監査役

氏　　 名　 退　任　日 退任事由
退任時の地位・担当および
重要な兼職の状況

石 井  英 昭 平成2 2年 6月 2 4日 任 期 満 了 取締役副社長
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(3) 取締役および監査役の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の総額

区　　　　　　分 員 　 　 　 数 報 酬 等 の 額

  千円

取 締 役 ８人 409,513

監 査 役
（ 内 社 外 監 査 役 ）

３人
（２人）

32,661
(12,711)

合　　　　　　　計
（ 内 社 外 監 査 役 ）

11人
（２人）

442,174
(12,711)

（注）１．取締役の報酬額は、平成18年６月29日開催の第39回定時株主総会において年額500百万

円以内と決議いただいております。

２．監査役の報酬額は、平成18年６月29日開催の第39回定時株主総会において年額50百万

円以内と決議いただいております。

３．上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

・当事業年度における取締役７名に対する役員賞与引当金の繰入額100百万円

・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額108,574千円(取締役８名に対して

104,436千円、監査役３名に対して4,138千円（内社外監査役２名に対し2,188千

円））

 

(4) 社外役員に関する事項

社外監査役に関する事項

①　監査役　佐野　真

ア．他の法人等の業務執行者としての兼務状況および当社と当該他の法人

等との関係

該当事項はありません。

イ．他の法人等の社外役員としての兼任状況および当社と当該他の法人等

との関係

該当事項はありません。

ウ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者

およびその三親等以内の親族等であったことはありません。

エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の18回の取締役会の内、18回出席し、監査役会は14回

開催中14回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じて

取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っており

ます。
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オ．責任限定契約の内容の概要

社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を

負う場合について、法令に定める 低責任限度額を限度として責任を負

う旨の責任限定契約を締結しております。

なお、上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原

因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るも

のと同契約で規定されております。

カ．当社の親会社または子会社等から当事業年度の役員として受けた報酬

等の額

該当事項はありません。

　

②　監査役　長谷川　恭昭

ア．他の法人等の業務執行者としての兼務状況および当社と当該他の法人

等との関係

該当事項はありません。

イ．他の法人等の社外役員としての兼任状況および当社と当該他の法人等

との関係

監査役長谷川恭昭氏は、フィデアホールディングス株式会社の社外取

締役であります。当社とフィデアホールディングス株式会社との間に取

引関係はありません。

ウ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

当社の知りうる限り、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者

およびその三親等以内の親族等であったことはありません。

エ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の18回の取締役会の内、18回出席し、監査役会は14回

開催中14回出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応

じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行って

おります。

オ．責任限定契約の内容の概要

社外監査役が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を

負う場合について、法令に定める 低責任限度額を限度として責任を負

う旨の責任限定契約を締結しております。

なお、上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原

因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るも

のと同契約で規定されております。
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カ．当社の親会社または子会社等から当事業年度の役員として受けた報酬

等の額

該当事項はありません。

　

５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

　新日本有限責任監査法人

　

(2) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。

　

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

 報酬等の支払額（千円）

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 38,000

 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る
 報酬等の額

2,300

　合　　　　　　　　計　 40,300

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

　　　　 法に基づく監査の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業

         年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　 ２．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務の内容は、国際財務報告基準の適用に

         関する助言業務であります。　

　

(4) 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の

利益の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,822千円

　なお、当社子会社アートネイチャー　フィリピン　インク、ビコール　ヘ

ア　エクスポート　コーポレーション、エーエヌビーエイチ　アセッツ　デ

ィベロップメント　フィリピン　コーポレーション、アートネイチャー　ラ

ンドホールディング　フィリピン　インクおよびアートネイチャー　マニュ

ファクチャリング　フィリピン　インクの計算関係書類の監査は、

SYCIP GORRES VELAYO & CO.が行っております。
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(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、監査役会の同意を得てまたは監査役会の請求に基づい

て、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とするものとし

ます。

　監査役会では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認める場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招

集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告します。

　なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案して、再任若しく

は不再任の決定を行うことができるものとし、不再任を決定した場合は、会

計監査人の不再任に関する議案を株主総会の会議の目的とすることを取締役

会に請求します。
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６．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制その他業務の適正を確保する体制

　当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他業務の適正を確保する体制の構築を目的として、平成18年５月15

日開催の取締役会の決議で内部統制基本方針を制定しました。その後当社の内

部統制の体制構築・運用状況に応じて定期的に見直しを行っております。直近

では平成22年５月13日開催の取締役会の決議で下記の内容に改定いたしました。

　

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

①　取締役の職務執行は、法令及び取締役会規程に従い取締役会が監督する

とともに、法令に従い監査役が監査を行い、監査報告書を作成する。

②　コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンスに関する基本

規程」、「アートネイチャーグループの行動規範」を制定し、法令遵守

及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。

③　上記の徹底を図るため、コンプライアンス統括室を設け、グループ会社

のコンプライアンスに対する取組みを横断的に統括することとし、取締

役及び使用人に対する教育を行う。

④　社長直轄部署である監査部は、業務の執行が法令、定款、及び社内規程

等に則って適正に行われているかを監査するとともに、コンプライアン

ス統括室と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査し、その結果を

取締役会及び監査役会に報告するものとする。

⑤　当社の取締役及び使用人が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、

内部通報制度を通じて、コンプライアンス統括室又は社外の弁護士に直

接報告出来る体制を整える。行為の重大性に応じてコンプライアンス統

括室あるいは取締役会の指示した関連部署が再発防止策を策定して、全

社的にその内容を周知徹底するものとする。

　

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役の職務執行に係る文書または電磁的記録による情報については、

法令及び文書管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検

索性の高い状態で保存・管理することとし、取締役及び監査役は必要に

応じて閲覧できるものとする。
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②　業務上取り扱う情報や知り得た情報を適切に保存・管理する観点から、

「情報システム管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システ

ムセキュリティ管理細則」、「インサイダー取引防止規程」、「営業秘

密管理規程」等の社内規程を定め、適切な情報管理の運営を行う。

　

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　各本部のリスク管理を統括する機関としてリスクマネジメント委員会を

設置し、担当取締役を置く。リスクマネジメント委員会は、定められた

リスクマネジメント基本規程に従い、外部環境や経営環境の変化に伴い

発生することが予想される様々な全社的リスクに適切に対応するため、

リスク管理体制の構築と運用を行う。各部署は、それぞれの部署に関す

るリスクの管理を行い、各部責は自部署のリスクについての管理を行う

と共に定期的な見直しを実施する。

②　リスクが顕在化した際は危機管理基本規程に従い代表取締役社長を 高

責任者とした危機管理対策本部を設置し、損害の拡大防止、速やかな危

機の収束を図る。

③　大規模災害時に備えて、「事業継続計画（BCP）規程」に基づき、情報シ

ステム・重要な情報のバックアップ及び一定量の棚卸資産の別所での保

管等の措置を講じる。

　

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図るとと

もにこの目標に基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会はその

具体化のため毎期の事業計画と予算を設定する。

②　月次の業績は、ＩＴを積極的に活用したシステムによって迅速に管理会

計としてデータ化し、経営企画部が取締役会に報告する。

③　経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれ

の機能強化を図るため、執行役員制度を導入するものとする。

④　組織的かつ効率的な業務遂行のために、各組織並びに各職位の責任と権

限を明確にした「職務権限規程」を制定するものとする。
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(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

①　グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに

適用する行動指針として、経営理念、社是及び「アートネイチャーグル

ープの行動規範」を定め、これを基礎として、グループ各社で諸規程を

定めるものとする。

②　グループ会社は、関係会社管理規程に従い、事業運営に関する一定の重

要事項について当社の経営会議での審議及び取締役会への付議若しくは

報告を行う。

③　当社の監査部はグループ各社の内部監査を実施し、その結果を各グルー

プ会社の社長及び当社の取締役会・監査役会に報告するものとする。当

社取締役会及び監査役会は、必要に応じて、グループ各社に対して改善

を求めるものとする。

④　グループ会社の取締役及び監査役は、グループ会社において、法令違反

その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、グル

ープ会社のみならず、当社の取締役会及び監査役会に報告するものとす

る。

⑤　監査役は必要に応じてグループ会社の調査を行うとともに、必要と判断

する事項について監査部に調査を依頼することができる。

⑥　グループ会社の自主性を尊重しつつ、経営企画部は四半期毎に予算及び

事業計画の執行状況を確認する。

⑦　当社及びグループ会社の主要業務について、定期的に内部統制の有効性

を自己点検・自己評価（日常的モニタリング）を行い、重大な問題があ

る場合は取締役会及び監査役会に報告するものとする。取締役会及び監

査役会は、報告内容を審議し、必要があると認める場合は、当該関係部

署の部責またはグループ会社社長に更なる改善措置を求めるものとする。

　

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制

　監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の意見を尊重した

うえで監査役室に１名以上の使用人を必要に応じて配置する。
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(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

①　監査役室に所属する使用人の人事評価は常勤監査役が行う。

②　監査役室に所属する使用人の解任、懲戒、人事異動、賃金等の改定につ

いては監査役会の事前の同意を得て行うものとする。

③　監査役室に所属する使用人は取締役からの独立性の確保に留意し、業務

の執行にかかる役職を兼務しないこととする。

　

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　グループ会社の取締役及び使用人は法定の事項に加え、次の事項を遅滞な

く報告するものとする。

①　全社的に影響を及ぼす重要事項に関し取締役会が決定した事項

②　監査部による内部監査の結果

③　コンプライアンス統括室が運営するコンプライアンス「ほっとライン」

への通報状況

④　取締役及び使用人が発見した「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある

事項」「重大な法令違反となる行為又はそのおそれのある行為」「定款

に違反する又はそのおそれのある職務執行の事実」

　

(9) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　監査業務の実効性を高めるため、社外監査役には、弁護士・公認会計士

などの専門知識を有する人材を登用するものとする。

②　取締役及び監査役は、定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題や会

社を取り巻くリスク等、重要課題について意見交換を行う。

③　監査役は、効率的な監査を行うため、会計監査人及び監査部と意見交換

を行う。

④　監査役は、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に

出席できるものとする。

⑤　監査役より会社情報の提供を求められたときには、取締役及び使用人は

遅滞なく提供を行うものとする。

　

(10) 財務報告の適正性を確保する体制

　グループ会社の財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る

内部統制の基本方針に基づき、グループ会社各社は財務報告に係る、必要か

つ適切な内部統制を整備、運用するとともに、その体制及び運用状況を継続

的に評価し、必要な是正を行うものとする。　
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(11) 反社会的勢力を排除するための体制

　当社は反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み一切の関わりを持た

ず、不当要求にも応じない。不当要求の対応を所管する部署を総務部と定め

るとともに、事案発生時の報告及び対応に係る社内規程等の体制整備を行い、

反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情

報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。

　

７．株式会社の支配に関する基本方針

　当社が企業価値の維持・向上を実現するためには、中長期的な経営戦略に基

づき、商品開発力の強化、人材の育成、グループ経営によるコスト低減、生産

性向上を目指した事業展開を実施する等の種々の施策に継続的に取り組むこと

が必要であり、また取引先、従業員、地域住民等のステークホルダーとの信頼

関係を維持していくことが不可欠であると考えております。

　上記施策の継続的実施や取引先を始めとするステークホルダーとの信頼関係

の維持が当社の株式の買付を行う者によって中長期的に確保されない場合は、

当社の企業価値、ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

　当社取締役会は、上記の施策の継続的な実施、および取引先を始めとするス

テークホルダーとの信頼関係の維持が確保されない、即ち、当社の企業価値・

株主共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大量取得や買付提案を行う

者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考

えています。

　現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって当社

に具体的な脅威が発生している訳ではなく、また、当社として、そのような買

付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予め定め

るものではありません。

　しかしながら当社としましては、株主・投資家の皆様から負託されました当

然の責務として、当社株式取引や株主の異動を常に注視し、当社株式を大量に

取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社として も適切と判断す

る措置を取るものとします。

　具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や株式取得者との交

渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対

抗措置の要否および内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えるものとし

ます。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成23年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資  産   の   部）  （負  債   の   部）  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

保 証 金 及 び 敷 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

15,894,076

9,569,495

2,109,576

2,016,345

728,525

60,104

393,301

440,482

498,609

79,685

△2,049

10,430,726

5,998,900

3,568,141

46,073

2,080,025

8,577

296,081

525,478

525,478

3,906,347

691,649

984,370

2,136,694

158,184

△64,550

流 動 負 債 7,344,939

買 掛 金 155,609

未 払 金 1,092,962

未 払 法 人 税 等 1,212,987

前 受 金 3,181,339

賞 与 引 当 金 666,044

役 員 賞 与 引 当 金 100,000

商 品 保 証 引 当 金 37,026

ポ イ ン ト 引 当 金 37,355

そ の 他 861,616

固 定 負 債 3,436,413

退 職 給 付 引 当 金 1,493,021

役員退職慰労引当金 915,943

資 産 除 去 債 務 915,611

そ の 他 111,837

負 債 合 計 10,781,352

（純  資  産  の  部）  

株 主 資 本 15,626,452

資 本 金 2,999,655

資 本 剰 余 金 2,887,155

利 益 剰 余 金 9,946,264

自 己 株 式 △206,622

その他の包括利益累計額 △84,642

その他有価証券評価差額金 △1,884

為替換算調整勘定 △82,757

少 数 株 主 持 分 1,639

純 資 産 合 計 15,543,450

資 産 合 計 26,324,803 負 債 及 び 純 資 産 合 計 26,324,803
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  30,352,366

売 上 原 価  8,469,641

売 上 総 利 益  21,882,724

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  19,285,548

営 業 利 益  2,597,176

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 65,994  

匿 名 組 合 投 資 利 益 31,250  

そ の 他 93,449 190,694

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 1,340  

為 替 差 損 12,198  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 23,628  

支 払 保 証 料 33,279  

災 害 義 援 金 30,000  

そ の 他 37,801 138,250

経 常 利 益  2,649,620

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 1,003  

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2,934 3,938

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 20,815  

減 損 損 失 74,368  

会 員 権 評 価 損 3,800  

資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 431,987  

災 害 に よ る 損 失 38,883 569,853

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  2,083,704

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,366,260  

法 人 税 等 調 整 額 △32,456 1,333,804

少数株主損益調整前当期純利益 　 749,900

少 数 株 主 利 益  3,465

当 期 純 利 益  746,435
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

（単位：千円）

 
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成2 2年３月3 1日残高 2,999,205 2,886,705 10,018,769 △612 15,904,066

連結会計年度中の変動額      

新 株 の 発 行 450 450   900

剰 余 金 の 配 当   △818,939  △818,939

当 期 純 利 益   746,435  746,435

自 己 株 式 の 取 得    △206,010 △206,010

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計 450 450 △72,504 △206,010 △277,614

平成2 3年３月3 1日残高 2,999,655 2,887,155 9,946,264 △206,622 15,626,452

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

少数株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益累計額合計

平成2 2年３月3 1日残高  △878  △46,013  △46,892  1,987  15,859,162

連結会計年度中の変動額      

新 株 の 発 行     900

剰 余 金 の 配 当     △818,939

当 期 純 利 益     746,435

自 己 株 式 の 取 得     △206,010

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△1,005 △36,744 △37,750 △347 △38,097

連結会計年度中の変動額合計 △1,005 △36,744 △37,750 △347 △315,711

平成2 3年３月3 1日残高 △1,884 △82,757 △84,642 1,639 15,543,450
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 ８社

主要な連結子会社の名称

アートネイチャー　フィリピン　インク

ビコール　ヘア　エクスポート　コーポレーション　

アートネイチャー　マニュファクチャリング　フィリピン　インク

なお、株式会社ＭＪＯ及び特（上海）貿易有限公司は、当連結会計年度において新

たに設立したため、連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社数

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない関連会社数

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　在外連結子会社６社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成に当たっては、

同決算日現在の計算書類を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。

　その他の連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。

４．会計処理基準に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等による時価法

 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しております。）なお、

組込デリバティブを区分して測定することができな

い複合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を

損益に計上しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品  

かつら  

オーダーメードかつら 個別法による原価法

その他かつら 移動平均法による原価法
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その他の商品 移動平均法による原価法

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

製品・原材料・仕掛品 主として移動平均法による原価法

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

貯蔵品  

支給資材 移動平均法による原価法

貸出品 移動平均法による原価法

サンプル品 個別法による原価法

その他の貯蔵品 終仕入原価法

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）

(4) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

（リース資産除く） 但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法を採用してお

ります。なお、在外連結子会社の有形固定資産につ

いては定額法を採用しております。

 主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物及び構築物　10年～50年

無形固定資産 定額法

（リース資産除く）　　 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

リース資産

　所有権移転外ファイナンス・

　リース

　

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

　 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

(5) 引当金の計上基準

貸倒引当金 当社については債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に回収可能性

を検討して回収不能見込額を計上しております。

 連結子会社については、個々の債権の回収可能性を

検討して計上しております。
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賞与引当金 当社については従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金 当社については役員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

商品保証引当金 当社については商品の無償保証契約に基づく修理費

に充てるため、過去の修理実績に基づきその必要額

を見積もり計上しております。

ポイント引当金 当社についてはポイント制度に基づき付与したポイ

ントの利用に備えるため、使用実績率に基づき将来

利用されると見込まれるポイントに対し、その費用

負担額を計上しております。

 （追加情報）

当社は当連結会計年度より、販売促進を目的とし

た「ポイント制度」を導入いたしました。「ポイン

ト制度」に基づき付与したポイントの利用に備える

ため、使用実績率に基づき将来利用されると見込ま

れるポイントに対し、その費用負担額を「ポイント

引当金」として計上しております。

退職給付引当金 当社及び一部の連結子会社については従業員に対す

る退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（主として６年）によ

る定額法により翌連結会計年度から費用処理してお

ります。

役員退職慰労引当金 当社については役員退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結会計年度末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。

(7）のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

(8) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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５．会計方針の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ20,294千円減少しており、税金等調整前当

期純利益は452,282千円減少しております。

６．表示方法の変更

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年

12月26日）に基づき「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」（平成21年

３月27日 平成21年法務省令第７号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で

表示しております。

　

（連結貸借対照表に関する注記）

有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　5,753,012千円

　

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

    （単位：株）

 
前連結会計年
度末株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年
度末株式数

発 行 済 株 式     

普 通 株 式 16,514,700 3,000 ― 16,517,700

自 己 株 式     

普 通 株 式 2,111 270,000 ― 272,111

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加3,000株は、新株予約権の行使による増加であります。

２．普通株式の自己株式の増加270,000株は、取締役会決議に基づく自己株式取得による増

加であります。

　



2011/05/21 14:28:05 ／ 10727639_株式会社アートネイチャー_招集通知

連結注記表

－ 31 －

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当た
り配当額

基 準 日 効力発生日

平成22年６月24日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 412,814千円 25円 平成22年３月31日 平成22年６月25日

平成22年10月29日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 406,124千円 25円 平成22年９月30日 平成22年12月３日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当た
り配当額

基 準 日 効力発生日

平成23年６月23日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 406,139千円 25円 平成23年３月31日 平成23年６月24日

(3) 当連結会計年度末における新株予約権に関する事項

 平成18年３月９日臨時株主総会決議分

目的となる株式の種類 普通株式

目的となる株式の数 61,500株

　

（金融商品に関する注記）

　１．金融商品の状況に関する注記

(1)　金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、主に安全性の高い金融資産で運用しております。

また、運転資金並びに設備投資計画に基づく必要資金については、基本的には手元資金に

て充当しております。多額の設備投資等資金の必要がある場合については、主要取引金融

機関と締結しておりますコミットメントライン契約に基づき、その必要資金を調達する方

針であります。

(2)　金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとと

もに、取引先の信用状況を１年ごとに把握する体制としております。

有価証券及び投資有価証券は主として債券を保有しており、発行体の信用リスクに晒さ

れておりますが、四半期ごとにその債券の時価を把握しております。また、保証金及び敷

金は、主に当社が展開する店舗等にかかる敷金であります。保証金及び敷金は、預け先の

信用リスクに晒されておりますが、当該預け先の信用状況を１年ごとに把握する体制とし
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ております。

営業債務である買掛金、並びに未払金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

　２．金融商品の時価に関する事項

平成23年３月31日現在（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。　

（単位：千円）　

　
　連結貸借対照表
　計上額（*2）　

　時価（*2） 差額

(1)　現金及び預金　 　9,569,495 　9,569,495 　－ 

(2)　売掛金 2,109,576 　 　 

貸倒引当金(*1） △2,049 　 　

 　2,107,527 2,124,738 　17,211 

(3)　有価証券　 　2,016,345 　2,016,345 　－ 

(4)　投資有価証券　 　 　 　

その他有価証券 　604,067 604,067 　－ 

(5)　保証金及び敷金　 2,136,694  　  

貸倒引当金(*1） △7,520  　  　

 　2,129,173 1,550,444 　△578,729 

(6)　買掛金 (155,609) (155,609) － 

(7)　未払金 (1,092,962) (1,092,962) － 

(8)　未払法人税等 　(1,212,987) (1,212,987) － 

(9)　デリバティブ取引 　－ － － 

　(*1) 売掛金、保証金及び敷金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

 （*2）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。　

(2) 売掛金　

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間

及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

(3) 有価証券　

有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 投資有価証券　

投資有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっており

ます（下記(9)参照）。
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(5) 保証金及び敷金

これらの時価については、回収可能性を反映した元利金の受取見込額を残存期間

に対応する安全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定しております。　

(6) 買掛金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

(7) 未払金　

未払金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該

帳簿価額によっております。

(8) 未払法人税等　

未払法人税等はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

(9) デリバティブ取引

組込デリバティブを合理的に区分して測定できないため、複合金融商品全体を時

価評価しており、その時価は、当該投資有価証券の時価に含めて記載しております

（上記(4)参照）。　

２．組合出資金（連結貸借対照表計上額87,581千円）は組合財産が非上場株式など時価

を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため、「(4)投資有価

証券　その他有価証券」には含めておりません。

　

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たりの純資産額 956円68銭

２．１株当たりの当期純利益 45円79銭

　

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表

（平成23年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資  産   の   部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

保 証 金 及 び 敷 金

会 員 権

貸 倒 引 当 金

 

15,655,614

9,263,389

2,107,805

2,016,345

741,902

371,304

432,127

489,779

244,157

△11,197

11,308,040

5,590,381

3,213,622

72,851

16

177

180,140

2,016,931

98,063

8,577

522,421

412,286

31,422

78,712

5,195,237

691,649

1,317,618

870

17,826

23,973

973,093

2,121,856

112,900

△64,550

（負  債   の   部）  

流 動 負 債 7,271,055

買 掛 金 128,437

リ ー ス 債 務 42,711

未 払 金 1,089,613

未 払 費 用 528,714

未 払 法 人 税 等 1,204,823

未 払 消 費 税 等 117,507

前 受 金 3,180,453

預 り 金 126,448

賞 与 引 当 金 666,044

役 員 賞 与 引 当 金 100,000

商 品 保 証 引 当 金 37,026

ポ イ ン ト 引 当 金 37,355

そ の 他 11,922

固 定 負 債 3,436,193

リ ー ス 債 務 92,287

退 職 給 付 引 当 金 1,492,801

役員退職慰労引当金 915,943

資 産 除 去 債 務 915,611

そ の 他 19,549

負 債 合 計 10,707,248

（純  資  産  の  部）  

株 主 資 本 16,258,290

資 本 金 2,999,655

資 本 剰 余 金 2,887,155

資 本 準 備 金 2,887,155

利 益 剰 余 金 10,578,102

利 益 準 備 金 88,300

その他利益剰余金 10,489,802

別 途 積 立 金 3,000,000

繰越利益剰余金 7,489,802

自 己 株 式 △206,622

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △1,884

その他有価証券評価差額金 △1,884

純 資 産 合 計 16,256,406

資 産 合 計 26,963,654 負 債 及 び 純 資 産 合 計 26,963,654
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損　益　計　算　書

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高  30,330,451

売 上 原 価  8,687,692

売 上 総 利 益  21,642,759

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  18,972,716

営 業 利 益  2,670,042

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 65,568  

匿 名 組 合 投 資 利 益 31,250  

そ の 他 77,305 174,125

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 及 び 社 債 利 息 288  

為 替 差 損 10,590  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 23,628  

支 払 保 証 料 33,279  

災 害 義 援 金 30,000  

そ の 他 25,104 122,892

経 常 利 益  2,721,275

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 20,815  

減 損 損 失 74,368  

会 員 権 評 価 損 3,800  

資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 431,987  

災 害 に よ る 損 失 38,883 569,853

税 引 前 当 期 純 利 益  2,151,421

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,341,832  

法 人 税 等 調 整 額 △27,583 1,314,248

当 期 純 利 益  837,172
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株主資本等変動計算書

(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

（単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
 

資本剰余金
合計

利益準備金
 

その他利益剰余金
 
利益剰余金

合計
別途積立金
 

繰越利益
剰余金

平成22年３月31日残高 2,999,205 2,886,705 2,886,705 88,300 3,000,000 7,471,569 10,559,869

事業年度中の変動額        

新 株 の 発 行 450 450 450    ―

剰 余 金 の 配 当   ―   △818,939 △818,939

当 期 純 利 益   ―   837,172 837,172

自 己 株 式 の 取 得   ―    ―

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

  ―    ―

事業年度中の変動額合計 450 450 450 ― ― 18,233 18,233

平成23年３月31日残高 2,999,655 2,887,155 2,887,155 88,300 3,000,000 7,489,802 10,578,102

 

株主資本　 評価・換算差額等

純資産
合計

自己株式
 
株主資本
合計

その他有

価証券評

価差額金

評価・換算

差額等合計

平成22年３月31日残高 △612 16,445,167 △878 △878 16,444,288

事業年度中の変動額      

新 株 の 発 行  900         900

剰 余 金 の 配 当  △818,939         △818,939

当 期 純 利 益  837,172         837,172

自 己 株 式 の 取 得 △206,010 △206,010         △206,010

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

    ― △1,005 △1,005 △1,005

事業年度中の変動額合計 △206,010 △186,876 △1,005 △1,005 △187,882

平成23年３月31日残高 △206,622 16,258,290 △1,884 △1,884 16,256,406
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券  

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しております。）なお、組

込デリバティブを区分して測定することができない複

合金融商品は、全体を時価評価し、評価差額を損益に

計上しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品  

かつら  

オーダーメードかつら 個別法による原価法

その他のかつら 移動平均法による原価法

その他の商品 移動平均法による原価法

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

貯蔵品  

支給資材 移動平均法による原価法

貸出品 移動平均法による原価法

サンプル品 個別法による原価法

その他の貯蔵品 終仕入原価法

 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

（リース資産除く） 但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については、定額法を採用しておりま

す。

無形固定資産 定額法

（リース資産除く） 自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

リース資産 　

　所有権移転外ファイナンス・

　リース

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。
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　 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

長期前払費用 定額法

４．引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額

に基づき計上しております。

役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。

商品保証引当金 商品の無償保証契約に基づく修理費に充てるため、過

去の修理実績に基づきその必要額を見積もり計上して

おります。

ポイント引当金 ポイント制度に基づき付与したポイントの利用に備え

るため、使用実績率に基づき将来利用されると見込ま

れるポイントに対し、その費用負担額を計上しており

ます。

　 （追加情報）

当社は当事業年度より、販売促進を目的とした「ポ

イント制度」を導入いたしました。「ポイント制度」

に基づき付与したポイントの利用に備えるため、使用

実績率に基づき将来利用されると見込まれるポイント

に対し、その費用負担額を「ポイント引当金」として

計上しております。　

退職給付引当金 従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）による定額

法により翌事業年度から費用処理しております。　

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。
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６．消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

７．会計方針の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ20,294千円減少しており、税引前当期純利

益は452,282千円減少しております。

　

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 5,610,444千円

２．関係会社に対する金銭債権 174,949千円

３．関係会社に対する金銭債務 26,358千円

 

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高の総額

営業取引による取引高の総額  

売上高 6,617千円

仕入高 1,266,581千円

販売管理費及び一般管理費 69千円

営業取引以外の取引による取引高の総額 20,226千円

　

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式　 272,111株
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

 流動資産  

 貸倒引当金繰入超過額 4,556千円

 賞与引当金繰入超過額 271,013千円

 商品保証引当金繰入超過額 15,066千円

 ポイント引当金繰入超過額 15,199千円

 商品評価損否認 54,899千円

 事業所税 9,066千円

 事業税 93,836千円

 その他 26,141千円

 計 489,779千円

 固定資産  

 貸倒引当金繰入超過額 26,265千円

 投資有価証券評価損 80,491千円

 会員権評価損 27,184千円

 関係会社株式評価損 99,892千円

 役員退職慰労引当金繰入超過額 372,697千円

 一括償却資産償却超過額 15,758千円

 退職給付引当金繰入超過額 607,420千円

 減損損失 113,616千円

 資産除去債務 372,562千円

 その他 122千円

 計 1,716,012千円

 繰延税金資産小計 2,205,791千円

 評価性引当額 △562,025千円

 繰延税金資産合計 1,643,765千円

繰延税金負債  

 固定負債  

 資産除去債務(有形固定資産） △180,892千円

 繰延税金負債合計 △180,892千円

繰延税金資産の純額 1,462,873千円
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日

以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、

その内容は次のとおりであります。

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額

 
取得価額相当額

（千円）

減価償却累計額
相当額
（千円）

減損損失累計額
相当額
（千円）

期末残高相当額
（千円）

建 物 ― ― ― ―

機械及び装置 ― ― ― ―

車 両 運 搬 具 ― ― ― ―

工具器具備品 419,677 321,158 29,004 69,514

ソフトウェア 50,562 40,945 3,497 6,119

合 計 470,239 362,104 32,501 75,633

２．未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘定の残高

未経過リース料期末残高相当額     

 １年内 80,817千円

 １年超 10,439千円

 　合計 91,257千円

リース資産減損勘定の残高 9,944千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減

損損失

支払リース料 128,866千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,292千円

減価償却費相当額 119,030千円

支払利息相当額 11,679千円

減損損失 ―千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。
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（関連当事者との取引に関する注記）

　　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たりの純資産額 1,000円67銭

２．１株当たりの当期純利益 51円36銭

　

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年５月10日 

 株式会社アートネイチャー  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 仙 波 春 雄 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 布施木　孝　叔  

 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アートネイ
チャーの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結
計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な
虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、
試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表
明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アートネイチャー及び連結
子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

 

　追記情報　
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記に記載さ

れているとおり、会社は当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計
基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。
　

　

　

　 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。　

以　上　
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成23年５月10日 

 株式会社アートネイチャー  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 仙 波 春 雄 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 布施木　孝　叔  

 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アー
トネイチャーの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第44期事業年
度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類
及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の
立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属
明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として
の計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査
法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
　

追記情報　
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載されているとおり、会社は

当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関
する会計基準の適用指針」を適用している。　
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
　

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第44期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の
整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附
属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係
る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いた
しました。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

　　一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状

況を正しく示しているものと認めます。

　　二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

　　三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

　

　

　

　

　

 

 平成23年５月17日  

 株式会社アートネイチャー　監査役会  

 

常勤監査役 小 林 芳 雄 

社外監査役 佐 野 　 真 

社外監査役 長谷川　恭　昭 

 

以　上
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株主総会参考書類
　

議  案　  剰余金処分の件

　剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題の一つとして認識し

ており、経営基盤の強化、財務体質の強化、および将来の事業拡大のための

内部留保の充実を勘案しつつ、株主の皆様への安定配当の維持に努めること

を基本方針としております。

　第44期の期末配当につきましては、上記基本方針に基づき、当期の経営成

績等を総合的に勘案した上で、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金25円といたしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は406,139,725円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成23年６月24日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

　該当事項はありません。

　

以　　上　
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地図

第44回定時株主総会会場のご案内　
会　　　場 　東京都新宿区西新宿三丁目７番１号
　 　新宿パークタワー　パークハイアット東京　39階　ボールルーム
　
もよりの駅 　ＪＲ線・小田急線　　新宿駅下車　　南口　　　　　徒歩約13分
　 　京王新線　　　　　　初台駅下車　　東口　　　　　徒歩約10分　
　 　都営大江戸線　　　　都庁前駅下車　Ａ４出口　　　徒歩約７分　
　
路 線 バ ス 　新宿駅西口　京王バス21番乗場より
　 　Ｓ01新都心循環ワンコインバス乗車
　 　パークハイアット東京前下車　（運賃100円　５～10分で到着）

　 京 王 バ ス 時 刻 表　
　 　
　
８時 　 　 　 35 43 51 59

９時 ７ 15 25 35 45 　 　
　

(会場付近略図)

代々木・渋谷 中野・池袋

ワシントン
ホテル

ＫＤＤＩ
ビル

京王プラザホテル

東京都庁
議事堂

東京都庁
第一庁舎

東京都庁
第二庁舎

Ａ４
出口

ホテルハイアット
リージェンシー東京

都営大江戸線
都庁前駅

新宿住友ビル

新宿中央公園

パークハイアット東京前

消防署

入口
入口

交番

東京オペラシティ
東口

京王新線
初台駅

新宿パークタワー
パークハイアット東京

文化服装学院
文化女子大学

甲
州
街
道

Ｎ

小田急百貨店京王百貨店ルミネ

西口ターミナル

新宿駅

京王新線
新宿駅

↑

↑

明治安田生命ビル

京王百貨店

21番乗場
Ｓ01

新都心循環
22番乗場 20番乗場

南口

(会場の都合上駐車場をご用意できませんので、勝手ながら
お車でのご来場は、ご容赦賜わりたくお願い申しあげます。)




